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はじめに 

   筆者は大学の保健体育の教員として、体育実技では主

に球技を担当してきた。しかし、自身である程度実技がで

きて、ルール、戦術などは知ってはいても、学校体育の教

材としての球技がどのように変わってきたのかについては

全くわからない。興味はあったが、調べることを怠ってきた。

そこで本論文では、主に文部科学省の学習指導要領デ

ータベースを利用して、戦後の球技の教材がどのように変

わってきたのかを明らかにするとともに、若干の考察を加

えるものである。 

      ではなぜ戦後に着目するのかというと、今日の学校体育

は、戦後アメリカの介入による改革を経て作られた方向性

から大筋変わっていないと考えられるからである。つまり体

操中心の戦前から遊戯、スポーツ中心になった戦後にま

ずは着目することにする。ただし、考察の対象は球技の内

容にとどまるものであり、高等学校については普通科のみ

を対象とし、専門学科を置く学校は対象としないことを断っ

ておく。 

なお、本文中の球技教材配当表は、学習指導要領デ

ータベースを元に筆者が作成したものである。 

    

１．学校体育指導要綱 昭和22(1947)年8月 

昭和 20年は第二次世界大戦で日本が敗戦した年であ 

 

り、占領行政が始まった年である。昭和 21 年にはアメリカ

の教育使節団が日本を訪れ、その後数年間の教育改革

を方向付けた 。教科の名称は戦前の「体錬」から「体育」

に変わった。また、旧要目が統制的性格を持っていたた

め、戦後すぐの要目は教授上の参考とされた。昭和２２年

５月の学校教育法施行規則で、教科内容とその取扱いは

学習指導要領の基準に拠ることになったので、体育科で

も当然これが必要なことであったのだが、発表されたのは、

「要領」ではなく、「要綱」であった。しかも、学校種ごとの

体育編も保健体育編もなかった。では、まず要綱に示さ

れた球技教材をみていこう。 

 

１－１ 小学校低学年（約７年-９年） 

小学校低学年では球技は、遊戯という種別で行うように 

なっていて、学年別の配当は表１のようになっている。 

 

表１ 小学校低学年の球技の内容 １９４７ 

１・２年 球送り、球入れ 

３年 フットベースボール、ドッジボール、対列フ

ットボール 

 

１，２年の球送り、球入れはボールを使った簡単な運動。

３年はフットベースボール、ドッジボール、対列フットボー

ル。フットベースボールとは、筆者も小学校の休み時間に
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よくやった、ピッチャーがゴロでサッカーボールを投げて、

キッカーがボールを蹴って進塁するというゲームであろう。

対列フットボールというのは、おそらくフットボール（サッカ

ー）の導入教材で、列をなした二組が対峙し、ボールを蹴

る、止めるなどの運動を行うものと推測される。 

 

１－２ 小学校高学年（約１０年-１２年） 

 小学校高学年の内容は表２のとおりで、小学校４年と３

年は同じ内容となっている。５，６年の教材のうち、ワンア

ウトボールがよくわからない。おそらくは野球がスリーアウト

なので、ワンアウトで攻守の切り替えを早くする、今日でい

うところのベースボール型の教材と推測される。フットボー

ルとは、後年の学習指導要領をみると、サッカーのことを

さしていると思われる。 

 

表２ 小学校高学年の球技の内容 １９４７ 

４年 フットボール、ドッジボール、対列フットボー

ル 

５・６年 ポートボール、ソフトボール、ワンアウトボー

ル、フットボール 

 

１－３ 中学校（約１３－１５年） 

 中学校の球技は、野球型、ろう球型、しゅう球型、庭球型

の４つの型に分類され、また男女によって教材の配当に

違いがみられる。ただし、学年ごとの配当はない。 

 

表 3 中学校の球技の内容 １９４７ 

 女子 男子 

野球型 ワンアウトボール 

フットベースボー

ル 

ソフトボール 

ワンアウトボール 

ソフトボール 

軟式ベースボー

ル 

ろう球型 バスケットボール

ハンドボール 

バスケットボール

ハンドボール 

しゅう球型 

 

 

スピードボール 

 

 

サッカー 

スピードボール 

タッチフットボール 

ラグビー 

庭球型 

 

バレーボール 

テニス 

バレーボール 

テニス 

 

奇妙なのはこの分類である。ただし、学習する生徒にと

ってはなに型であろうと関係はないが、ろう球型にバスケ

ットボールとハンドボールが入っていて、庭球型にバレー

ボールとテニスがはいっているのは、奇妙に映る。ろう球と

は「籠球」で、「バスケットボール」を日本語にしたものであ 

る。つまり、バスケットボールはろう球そのものであるから、

型であるはずがない。しかもそこにハンドボールを入れて

いるというのは、誠に奇妙である。庭球型も同様である。テ

ニスは庭球そのものであるから、そこにバレーボールが入

っているのも、やはり奇妙なのである。後年の要領をみる

と、こういう分類はないので、混迷していた時代の産物と

いえようか。 

 

表 4 中学校の球技の内容 １９４７ 

 女子 男子 

野球型 ワンアウトボール 

フットベースボー

ル 

ソフトボール 

ワンアウトボール 

ソフトボール 

軟式ベースボー

ル 

ろう球型 バスケットボール

ハンドボール 

バスケットボール

ハンドボール 

しゅう球型 

 

 

スピードボール 

 

 

サッカー 

スピードボール 

タッチフットボール 

ラグビー 

庭球型 

 

バレーボール 

テニス 

バレーボール 

テニス 

 

１－４ 高等学校（仮称）（約１６年-１８年） 

高等学校（仮称）となっているのが、どういう意味なのか

わからない。球技の内容は上記中学校と同様のことがい

える。 

  

表 5 高等学校の男女別球技の内容 １９４７ 

 女子 男子 

野球型 フットベースボー

ル 

ソフトボール 

ソフトボール 

軟式ベースボー

ル 

ろう球型 バスケットボール

ハンドボール 

バスケットボール

ハンドボール 

しゅう球型 

 

 

スピードボール 

 

 

サッカー 

スピードボール、

タッチフットボール 

ラグビー 

庭球型 

 

バレーボール 

テニス 

バレーボール 

テニス 

 

１－５ 大学（仮称）（約１９年-２２年） 

 

表 6 大学の男女別球技の内容 １９４７ 

 女子 男子 

野球型 フットベースボー

ル 

ソフトボール 

ソフトボール 

軟式ベースボー

ル 

ろう球型 バスケットボール

ハンドボール 

バスケットボール

ハンドボール 

しゅう球型 

 

 

スピードボール 

 

 

サッカー 

スピードボール 

タッチフットボール 

ラグビー 

庭球型 

 

バレーボール 

テニス 

バレーボール 

テニス 



 

 

 

 大学（仮称）もどういう意味なのかわからない。大学がこ

の要綱に入っているのも驚きである。昭和 24 年以降の学

習指導要領には大学が入っていないということは、やはり

戦後の混乱の時代の産物ということなのだろう。 

表 6 の球技の内容は、中学校・高等学校と同様のこと

がいえる。また、中・高・大を通じてスピードボールという教

材が挙げられているが、どういう球技なのか不明である。 

 

２．学習指導要領 小学校 体育科編（試案） 昭

和 24（1949）年 9月 

 

 昭和２４年はまだアメリカの占領下にあり、この要領は、

前掲の要綱月の発表されて後、まもなく作成に取りかかっ

たため、要綱とほとんど変わりがなく、学校の参考資料で

あることも変わりがなかった。 

 

２－１ 第１，２学年 

 

表 7 小学校第１，２学年の球技の内容 １９４９ 

ボール遊び 

 

紅白球入れ、追いかけ球入れ、球ころが

し、球けり、球あて、手渡し球送り、投げ

渡し球送り、ボール投げ、球受け、自由

ドッジボール、ころがしドッジボール、ティ

ーチャーボール 

 

２－２ 第３，４学年 

 

表 8 小学校第３，４学年の球技の内容 １９４９ 

ボール遊び 球ころがし競争、送球競争、順送球、円

形ドッジボール、方形ドッジボール、キャ

ッチボール、フットベースボール、ハンド

ベースボール、ロングベースボール、対

列フットボール、コーナーボール、フィー

ルドボール 

 

２－３ 第５，６学年 

 

表 9 小学校第５，６学年の球技の内容 １９４９ 

ボール運動 ワンアウトボール、ベースボール、ソフト

ボール、ドッジボール、ドリブル競争、フ

ットボール、ポートボール、キャプテンボ

ール、エンドボール、ゴールハイ、バス

ケットボール、ネットボール、バレーボー

ル、フリーテニス、陣とりボール 

 

 小学校の球技教材を見て思うのは、昭和 22年の要綱に

比べて種目数が多いことである。しかも、ティーチャーポ

ール、フィールドボール、ゴールハイ、フリーテニスなど、

名称だけでは内容が不明なものも多い。 

３．中学校・高等学校 学習指導要領保健体育科 

体育編（試案） 昭和 26（1951）年７月 

 

３－１ 中学校 

 中学校からは男女別に配当されており、小学校の球技よ

りは今日我々が知っている球技が多い。 

 

表 10 中学校の球技の内容（7・8・9年） １９５１ 

女   子 

中心教材 望 ま し

い指導

週数 

選択教材 望 ま し

い指導

週数 

バレーボール 

女子バスケット

ボール 

追羽根または

バドミントン 

ハンドボール

またはスピード

ボール 

ソフトボール 

６－９ 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

〃 

ピンポン 

テニス 

ホッケー 

３－６ 

〃 

〃 

男  子 

バスケットボー

ル 

サッカー 

スピードボー

ルまたはハンド

ボール 

トライボール 

ソフトボールま

たは軟式野球 

タッチフットボ

ール 

６－９ 

 

〃 

〃 

 

 

〃 

〃 

 

〃 

テニス 

ピンポン 

バドミントン 

ホッケー 

水球 

３－６ 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 ３－2 高等学校 

 高等学校も中学校と同様、男女別に表 11のように配当さ

れており、内容も同じである。 

 

表 11 高等学校の球技の内容（１０・１１・１２年） １９５１ 

女   子 

中心教材 望 ま し

い指導

週数 

選択教材 望 ま し

い指導

週数 

バレーボール 

女子バスケット

ボール 

追羽根または

バドミントン 

ハンドボール

またはスピード

ボール 

ソフトボール 

６－９ 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

〃 

ピンポン 

テニス 

ホッケー 

３－６ 

〃 

〃 



 

男  子 

中心教材 望 ま し

い指導

週数 

選択教材 望 ま し

い指導

週数 

バスケットボー

ル 

サッカー 

スピードボー

ルまたはハンド

ボール 

トライボール 

ソフトボールま

たは軟式野球 

タッチフットボ

ール 

６－９ 

 

〃 

〃 

 

 

〃 

〃 

 

〃 

テニス 

ピンポン 

バドミントン 

ホッケー 

水球 

３－６ 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

４．小学校 学習指導要領 体育科編（試案） 昭

和 28（1953）年 改訂版 

 

  昭和 28 年の要領では、昭和 24 年の要領と比べると、

球技の内容が減り、高学年ではバスケットボール型、バレ

ーボール型、ベースボール型というカテゴリーで分類され

ていることがわかる。 

 

表 12 小学校の球技の内容 １９５３ 

低学年（第１・２

学年） 

中学年（第３・４

学年） 

高学年（第５・６学

年） 

ボ ー ル 運 動 を す る 

ドッジボール 

キックボール 

球入れ 

ドッジボール 

ハンドベース

ボール 

フットベースボ

ール 

コーナーボー

ル 

バスケットボール

型（ドッジボール、

ポートボール、キャ

プテンボール） 

バレーボール型

（ネットボール、ピ

ンポン） 

  ベースボール型

（フットベースボー

ル、ソフトボール） 

 

５．高等学校学習指導要領 保健体育科編 昭和

31（1956）年 改訂版 

 

 昭和 31年は高等学校の保健体育だけが改訂された。 

球技教材は団体的種目とレクリエーション的種目に分類

され、サッカーは男子のみで、これは昭和 26 年と同じだ

が、あらたにラグビーが男子のみに配当されている。さら

に配当に関しては、中心教材と選択教材それぞれの指導

週数は明示されていない。 

 

表 13 高等学校の球技の内容 １９５６ 

団体的種目 バレーボール 

バスケットボール 

ハンドボール 

サッカー（男） 

ラグビー（男） 

レクリエーション的種目 

 

テニス 

卓球 

バドミントン 

ソフトボールまたは軟式野

球 

ダンス 

 

６．小学校学習指導要領 昭和３３（１９５８）年 改

訂 

 

   昭和 33年の改訂版では、低学年、中学年、高学年ごと

の配当が細分化され、一学年ごとの配当になっている。ど

うしてこのように細分化したのか、その意図は不明だが、

少しずつ違う教材を入れていることがわかる。 

 

表 14 小学校の球技の内容 １９５８ 

第１学年 ボール運 動 ア 手渡し順送球 

イ  ころがしドッジボール 

ウ たま入れ 

エ 対列ボールけり 

第２学年 ボール運 動 ア 投げ渡し順送球 

イ 円形ドッジボール 

ウ ボール投げ 

エ 対列ボールけり 

第３学年 ボール運 動 ア 方形ドッジボール 

イ ハンドベースボール 

ウ フットベースボール 

エ ラインサッカー 

第４学年 ボール運 動 ア ポートボール 

イ ハンドベースボール 

ウ フットベースボール 

エ ラインサッカー 

第５学年 ボール運 動 ア ポートボール 

イ ハンドベースボール 

ウ 簡易サッカー 

第６学年 ボール運 動 ア ポートボール 

イ ソフトボール 

ウ 簡易サッカー 

 

 

7．中学校学習指導要領 昭和 33（1958）年 改訂

版（10月 1日施行） 

  

 昭和 33年の改訂版では、女子の追羽根またはバドミント

ン、ハンドボールまたはスピードボール、男子のスピード

ボールまたはハンドボール、トライボール、軟式野球、タッ

チフットボールがなくなり、非常に簡素化したのが特徴で



 

 

 

ある。 

 

表 15 中学校の球技の内容 １９５８ 

第１学年 バレーボール、バスケットボール、サッカ

ー（男子のみ）、ソフトボール、 

第２学年 バレーボール、バスケットボール、サッカ

ー（男子のみ） 

第３学年 バレーボール、バスケットボール、サッカ

ー（男子のみ） 

 

8．高等学校学習指導要領 昭和 35（1960）年 

10月 

 

昭和 35 年の要領はちょっと変わっている。全日制と定

時制に分けて書かれている。このような書き方は後にも先

にもこの年だけである。団体的種目、レクリエーション的種

目というカテゴリーはなくなり、ふだんから目にしたり、耳に

したりする球技が教材として定着してきた感がある。 

 

表 16 高等学校の球技の内容 １９６０ 

全 日 制 

女   子 

バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、テニ

ス（または卓球、バドミントン、ソフトボール） 

以上の各群からそれぞれ１種目以上 

男  子 

バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、テニ

ス（または卓球、バドミントン、ソフトボール）、サッカ

ー、ラグビー 

以上の各群からそれぞれ１種目以上 

定 時 制 

女   子 

バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、テニ

ス、卓球、バドミントン、ソフトボール 

以上の運動種目から２種目以上 

男   子 

バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、テニ

ス、卓球、バドミントン、サッカー、ラグビー、ソフトボー

ル 

以上の運動種目からそれぞれ３種目以上 

 

9．小学校学習指導要領 昭和 43（1968）年 

7月（昭和 46年 4月施行） 

 

小学校は依然として一学年ごとの配当で、今日の低・

中・高学年ごとに配当することは行われていない。しかし

よくみると、第 1 学年と第 2 学年の教材は同じだし、第 5

学年と第 6学年も同じ内容である。違うのは第 3学年と第

4 学年であるが、ラインサッカーは重複している。学年独

自なのは、第 3 学年のドッジボール、エンドボール、第 4

学年のポートボール、ハンドベースボールである。 

 

表 17 小学校の球技の内容 １９６８ 

第１学年 ボール運 動 ア ドッジボール 

イ ボールけり遊び 

第２学年 ボール運 動 ア ドッジボール 

イ ボールけり遊び 

第３学年 ボール運 動 ア ドッジボール 

イ エンドボール 

ウ ラインサッカー 

第４学年 ボール運 動 ア ポートボール 

イ ラインサッカー 

ウ ハンドベースボール 

第５学年 ボール運 動 ア ポートボール 

イ サッカー 

ウ ソフトボール 

第６学年 ボール運 動 ア ポートボール 

イ サッカー 

ウ ソフトボール 

 

10．中学校学習指導要領 昭和４４（1969）年 （昭

和４７年４月施行） 

 

 中学校の球技の内容は、バスケットボール、ハンドボ

ール、バレーボール、サッカーの 4種目で、別項３ 「内

容の取扱い」で以下のように示されている。 

 

ア バスケットボールとハンドボールについては、いず

れか一つを選んで指導すること。 

イ サッカーについては、運動場が狭く、じゅうぶんな

指導ができない場合は、他の球技種目に代えること

ができること。 

ウ 第３学年においては、示された球技種目に代えて、

ソフトボール、テニス、卓球、バドミントンを指導する

ことができること。 

エ 個人技能、集団的技能およびゲームの内容は、密

接な関連をもって取り扱うこと。 

オ 初歩的段階では、個人的技能や集団的技能を身

につけ、進んだ段階では、個人的技能や集団的技

能を高めて攻防の基礎を養い、さらに進んだ段階

では、相手の攻防に応じた集団的技能を高めること

に重点をおいて取り扱うこと。 

カ ゲームについては、生徒の技能の程度に応じて、

規則や審判のしかたについても取り扱うこと。 

  

  昭和 44年の中学校の要領から書き方が変わったのは、

「内容の取扱い」という項目が加わり、学校の実態に応じ

て教材の選択肢が示されたことであろう。 



11．高等学校学習指導要領 昭和 45（1970）年

10月（昭和 48年 4月施行） 

  

昭和 45 年の要領では、簡素化されて以下の球技の内

容となった。それにしても選択肢がなくなり、簡素化されす

ぎた感がある。 

 

F 球技 

 バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、 

サッカー（男）、ラグビー（男） 

 

12．小学校学習指導要領 昭和 52（1977）年 

７月（昭和 55年 4月施行） 

 

昭和 52年に至っても小学校は表 18にあるように、一学

年ごとの配当である。ただし、第 1～4 学年までが「ゲー

ム」、第 5、6 学年は「ボール運動」というカテゴリーに変わ

った。小学校の球技は、長らく「ボール運動」という枠組み

で行われてきたが、第 1～4 学年が「ゲーム」、第 5～6 学

年が「ボール運動」という枠組みに変わり、バスケットボー

ル、サッカーという今日メジャーな球技が教材として配当

されている。 

 

表 18 小学校の球技の内容 1977 

第１学年 ゲーム ボール遊び 

鬼遊び 

リレー遊び 

第２学年 ゲーム ボール遊び 

第３学年 ゲーム ドッジボール 

ラインサッカー 

第４学年 ゲーム ポートボール 

ラインサッカー 

第５学年 ボ ー ル運 動 バスケットボール 

サッカー 

第６学年 ボ ー ル運 動 バスケットボール 

サッカー 

 

なお、内容の取扱いについては、男女の特性を考慮し

て指導すること、バスケットボールに代えてポートボールを

指導することができることが書かれている。 

 

 

13．中学校学習指導要領 昭和 52（1977）年 （昭

和 56年 4月施行） 

 

   昭和 52 の中学校学習指導要領では、球技は「集団的

スポーツ」という枠組みで以下のものが記されている（個人

的スポーツは陸上競技、器械運動、水泳である）。 

  バスケットボール、バレーボール、サッカー 

  なお、バスケットボールに代えてハンドボールを指導する

ことができるものとする。 

内容の取扱いについては、男女の特性を考慮して指

導すること、学校の実態及び生徒の興味や関心に応じて、

テニス、卓球、バドミントン又はソフトボールのうち一を加

えて指導することができる。 

 

14．高等学校学習指導要領 昭和 53（1978）年改

訂版（昭和 57年 4月施行） 

 

  昭和 53 年の高等学校学習指導要領の改訂版では、

球技は中学校と同じく、集団的スポーツという枠組みで次

のものが示されている。 

 

C 集団的スポーツ   

バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、サッカ

ー、ラグビー 

 

内容の取扱いを見ると、Ｃについては第 1 学年におい

ては、二を選んで指導するものとし、また、第 2 学年以上

の学年においては、一又は二を選んでそれぞれ指導する

こと、と書かれている。 

 

15．小学校学習指導要領 平成元（1989）年 

3月（平成 4年 4月施行） 

 

平成元年の要領で、小学校はようやく今日見慣れた

低・中・高学年ごとの配当になった。 

 

表 19 小学校の球技の内容 1989 

第１学年及び第

2学年 

ゲーム ボール遊び 

鬼遊び 

第 3 学年及び第

4学年 

ゲーム ポートボール 

ラインサッカー 

ハンドボール 

第 5 学年及び第

6学年 

ボール運動 ドッジボール 

ラインサッカー 

 

なお、内容の取扱いについては、地域や学校の実態に

応じてソフトボールを加えて指導することができる、と記さ

れている。 

 

16．中学校学習指導要領 平成元（1989）年 （平

成 5年 4月施行） 

  

平成元年の中学校の要領では「集団的スポーツ」という

カテゴリーはなくなり、内容の取扱いについて、第 1 学年

においては、すべての生徒に履修させること、第 2学年及 



 

 

 

び第 3学年においてはこれらのうちから二を選択して履修

できるようにすること、となっている。 

  

E 球技 

   バスケットボール又はハンドボール、サッカー、バレーボー

ル、テニス、卓球又はバドミントン、ソフトボール  

     

17．高等学校学習指導要領 平成元（1989）年 3

月（平成 6年 4月施行） 

 

   平成元（1989）年 3月（平成 6年 4月施行）の高等学校

学習指導要領で、球技は以下のように示されている。中

学校と同様、「集団的スポーツ」というカテゴリーはなくなっ

ている。 

   

  E 球技 

  バスケットボール、ハンドボール、サッカー、ラグビー、バレ

ーボール、テニス、卓球、バドミントン、ソフトボール 

   

   内容の取扱いは、次のように示されている。 

  （1） イ  B､Ｃ、Ｄ、E、Ｆ及びＧについては、これらのうち

から 3 又は 4 を選択して履修できるようにすること。その際、

Ｆ又はＧのいずれかを含むようにすること（Ｆは武道、Ｇは

ダンス）。 

   

  （2） 内容の AからＧまでに示す事項については、各学年

において次のとおり取り扱うものとする。 

  オ Eの（1）の運動については、これらのうちから 2 を選択

して履修できるようにすること。 

 

18．小学校学習指導要領 平成 10（1998）年 

12月（平成 14年 4月施行） 

 

 平成 14 年 4 月に施行された小学校学習指導要領で、

球技は表 20 のとおりである。 第 1 学年及び第 2 学年の

内容の取扱いは、ボールゲームについては、２学年にわ

たって指導すること。 

第３学年及び第４学年の内容については、地域や学校

の実態に応じてバレーボール型ゲームなどその他の運動

を加えて指導することができる。 

第５学年及び第６学年については、地域や学校の実態

によってはウは取り扱わないことができることとし、ハンドボ

ールなどその他のボール運動を加えて指導することがで

きる。 

 

 

表 20 小学校の球技の内容 1998 

第１学年及び

第 2学年 

ゲーム ボールゲーム 

鬼遊び 

第 3 学年及び

第 4学年 

ゲーム バスケットボール型

ゲーム 

サッカー型ゲーム 

ベースボール型ゲー

ム 

第 5 学年及び

第 6学年 

ボール運動 ア  バスケットボール 

イ  サッカー 

ウ  ソフトボール又は

ソフトバレーボー

ル 

 

1９．中学校学習指導要領 平成 10（1989）年 12

月 （平成 14年 4月施行） 

 

 平成 14 年 4 月から施行された中学校学習指導要領で

球技の内容は、次のように記されている。 

  

E 球技 

 バスケットボール又はハンドボール、サッカー、バレーボ

ール、テニス、卓球又はバドミントン、ソフトボール 

 

 内容の取扱いについては、これらのうちから二を選択し

て履修できるようにすること。なお、地域や学校の実態に

応じて、その他の運動についても履修させることができる

こと、と示されている。 

 

20．小学校学習指導要領 平成 10（1998）年 

12月（平成 15年 12月一部改正） 

 

小学校の学習指導要領は平成 15年 12月に一部改正

されたが、教材の内容及び取扱いには影響ないと判断さ

れる。 

 

２１．中学校学習指導要領 平成 10（1989）年 12

月 （平成 15年 12月一部改正） 

  

中学校の学習指導要領も平成 15年 12月に一部改正

されたが、教材の内容及び取扱いには影響ないと判断さ

れる。 

 

22．高等学校学習指導要領 平成 11（1999）年 3

月（平成 15年 4月施行） 

 

平成 15（2003）年 4 月に施行された高等学校学習指導

要領で球技は以下のように示されている。 



  E 球技 

  バスケットボール、ハンドボール、サッカー、ラグビー、バレ

ーボール、テニス、卓球、バドミントン、ソフトボール 

   

   内容の取扱いは、次のように示されている。 

  （1） イ  B からＧ（Ｂ：器械運動、C:陸上運動、D:水泳、

F:武道、G:ダンス）までについては、入学年次及びその次

の年次においては、二つから四つを選択して履修できるよ

うにすること。その際、Ｆ又はＧのいずれかを含むようにす

ること。 

   

  （2） 内容の AからＧまでに示す事項については、各学年

において次のとおり取り扱うものとする。 

  オ Eの（1）の運動については、これらのうちから二つを選

択して履修できるようにすること。なお、地域や学校の実態

に応じて、その他の運動についても履修させることができ

ること。 

 

２3．小学校学習指導要領 平成 20（2008）年 3月 

告示 

  

   平成 20年の小学校の要領では、球技教材の大きな変

化は見られず、第 3 学年からゴール型、ネット型、ベース

ボール型というカテゴリーになったくらいが目につくところ

である。内容の取扱いは、アはバスケットボール及びサッ

カーを、イはソフトバレーボールを、ウはソフトボールを主

として取り扱うものとするが、これらに替えてそれぞれの型

に応じたハンドボールなどのその他のボール運動を指導

することもできるものとする。なお、学校の実態に応じてウ

は取り扱わないことができる。 

 

表 21 小学校の球技の内容 2008 

第 １学年

及び第 2

学年 

E ゲーム ア  ボールゲーム 

イ  鬼遊び 

第 3 学年

及び第 4

学年 

E ゲーム ア  ゴール型ゲーム 

イ  ネット型ゲーム 

ウ  ベースボール型ゲー

ム 

第 5 学年

及び第 6

学年 

ボール運動 ア  ゴール型 

イ  ネット型 

ウ  ベースボール型 

  

24．中学校学習指導要領 平成 20（2008）年 3月

告示 

 

 中学校も小学校と同様のカテゴリーになった。内容の取

扱いについては、第 1 学年及び第 2 学年においては、ア

からウまでをすべての生徒に履修させること。第 3 学年に

おいては、アからウまでの中から二を選択して履修できる

ようにすること。 

また、アについては、バスケットボール、ハンドボール、

サッカーの中から、イについては、バレーボール、卓球、

テニス、バドミントンの中から、ウについては、ソフトボール

を適宜取り上げることとし、地域や学校の実態に応じて、

その他の運動についても履修させることができること。な

お、ウの実施に当たり、十分な広さの運動場の確保が難

しい場合は指導方法を工夫して行うこと。 

 

表 22 中学校の球技の内容 2008 

第１学年及び第

2学年 

E 球技 

 

ア ゴール型 

イ ネット型 

ウ ベースボール型 

第３学年 E 球技 

 

ア ゴール型 

イ ネット型 

ウ ベースボール型 

 

 

25．高等学校学習指導要領 平成 21（2009）年 3

月告示 

  

 平成21年の高等学校も小・中と同様のカテゴリーになり、

三校種が統一され、すっきりとした感がある。 

 

 E 球技 

 ア ゴール型 

 イ ネット型 

 ウ ベースボール型 

 

   内容の取扱いについては、入学年次においては、アか

らウまでの中から二つを、その次の年次以降においては、

アからウまでの中から一つを選択して履修できるようにす

ること。また、アについては、バスケットボール、ハンドボー

ル、サッカー、ラグビーの中から、イについては、バレーボ

ール、卓球、テニス、バドミントンの中から、ウについては、

ソフトボールを適宜取り上げることとし、地域や学校の実

態に応じて、その他の運動についても履修させることがで

きること。 

 

２6．小学校学習指導要領 平成 29（2017）年 3月 

告示 

 

 平成 29年の小学校の球技の内容は、表 21 と表 23 とを

見比べてみるとわかるように、全く同じである。平成20年と

同じである。また、内容の取扱いにも違いはみられない。 

 

 



 

 

 

表 23 小学校の球技の内容 2017 

第 １学年

及び第 2

学年 

E ゲーム ア  ボールゲーム 

イ  鬼遊び 

第 3 学年

及び第 4

学年 

E ゲーム ア  ゴール型ゲーム 

イ  ネット型ゲーム 

ウ  ベースボール型ゲー

ム 

第 5 学年

及び第 6

学年 

ボール運動 ア  ゴール型 

イ  ネット型 

ウ  ベースボール型 

 

27．中学校学習指導要領 平成 29（2017）年 3月

告示 

  

 平成 29年の中学校の球技教材の内容と配当は平成 20

年のものから変更はなく、内容の取扱いについても同様

である。 

 

表 24 中学校の球技の内容 2017 

第１学年及び第

2学年 

E 球技 

 

ア ゴール型 

イ ネット型 

ウ ベースボール型 

第３学年 E 球技 

 

ア ゴール型 

イ ネット型 

ウ ベースボール型 

 

28．高等学校学習指導要領 平成 30（2018）年 3

月公示 

 

 平成 30 年の高等学校の球技教材の内容と配当は平成

21 年のものから変更はなく、内容の取扱いについても同

様である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

 

本論文は、主に文部科学省の学習指導要領データベ

ースを利用して、戦後日本の球技教材の内容がどのよう

に変わってきたのかを明らかにした。最後に若干の私見

を加えて述べることにする。 

１） 戦後すぐの学習指導要領では体育、保健体育は扱わ

れておらず、「学校体育指導要綱」として別立てで示さ

れた。これは、まずは主要教科が優先されて体育、保

健体育は後回しになったと推察される。 

２） 「学校体育指導要綱」で、大学の体育までが入ってい

たのは、驚きであった。と同時に、なぜ大学が入ってい

たのか。このことについては不明である。 

３） 「学校体育指導要綱」以後の「学習指導要領」の球技

教材をみていくと、昭和 24 年の小学校の要領までは、

現在ではどういう球技なのかがわからないものが相当

数ある。中学校、高校の球技教材は、ほぼ現在知られ

ている球技になっている。 

４） 戦後の球技教材は、アメリカ主導のもとに決められ、今

日スポーツ教材の中で、戦前とは比べものにならいな

いほど大きな位置を占めるようになった。 
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